
服務の宣誓及び倫理行動規準

自衛隊員は、自衛隊員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、

第１号から第３号までに掲げる倫理法第３条の倫理原則とともに第４号

及び第５号に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守

すべき規準として、行動しなければならない。

１ 自衛隊員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの

奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一

部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱い

をしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこ

と。

２ 自衛隊員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地

位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはなら

ないこと。

３ 自衛隊員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該

権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑

や不信を招くような行為をしてはならないこと。

４ 自衛隊員は、職務の遂行に当たっては、身をもって責務の完遂に努

め、国民の負託にこたえることを期すること。

５ 自衛隊員は、職務に従事していない場合においても、自らの行動が

公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならな

いこと。

（自衛隊員倫理規程第１条）

宣誓

私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法

及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、

人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い

責任感をもつて専心職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、

身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓い

ます。 （自衛隊法施行規則第３９条）

倫理行動規準

服務の宣誓
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